
巡回(出張)健診のご案内
事業所に検診車が伺います

■お問合せ・お申し込み先
〒285-8765 千葉県佐倉市江原台2-36-2

社会福祉法人 聖隷福祉事業団

聖隷佐倉市民病院 健診センター 巡回係

TEL.043-486-0006
月曜日-金曜日 9：00 - 16：30

※年末年始・祝祭日除く

ご案内のポイント５

1. 胸部・胃部レントゲン健診車の配車

・・・社員の方々の負担を削減いたします。

2. 特殊健診の同時実施

・・・じん肺・有機溶剤・腰痛健診等全て同日実施いたします。

3. 当日受診できなかった方の施設内（聖隷佐倉市民病院 健診ｾﾝﾀｰ）受診

・・・当日急な事情で健診をうけられなかった場合もフォローいたします。

4. 5年間のデータ保存と健診後の集計データのお渡し

・・・一元管理されたデータを次年度健診に生かしております。

健診担当者様へ健診結果を集計データにして送付することで、事務作業の手間を減らします。

5. 健診後フォロー

・・・再検査及び精密検査対象となった方については、聖隷佐倉市民病院での受診も可能です。（診療科による）



全国健康保険協会（協会けんぽ）生活習慣病予防健診

労働安全衛生法に基づく健康診断

特殊健康診断(有機溶剤、じん肺等)

その他各種健康診断

Ｑ1 巡回(出張)健診は何人程度でお願いできますか？

Ａ1 40名以上の受診を見込める場合に出張可能です。

Ｑ2 健診の費用はいくらになりますか

Ａ2 健診単価×実施人数のご請求になります。

・ 協会けんぽ生活習慣病予防健診・・・・5,720円(税込)・・・派遣料220円込

・ 労働安全衛生法に基づく健康診断・・・内容によります。詳細はお問合せください

・ 特殊健康診断(有機溶剤、じん肺等)・・・内容によります。詳細はお問合せください

※健保組合などの契約内容によっても料金や検査内容が異なります。

Ｑ3 どの範囲まで出張可能ですか？

Ａ3 佐倉市近隣市町（佐倉・千葉・四街道・八街・成田・酒々井・八千代）

を中心にその他地域も対応可能です。詳細はお問合せください。

Ｑ4 全員が同じ日に受診できない場合、健診センターでも受けられますか？

Ａ4 出張健診当日に受診できない場合は、後日聖隷佐倉市民病院健診センター

にて受診可能です。

Ｑ5 実施できる時期や日程はいつになりますか？

Ａ5 ４月～３月の平日にて実施可能です。

現在の実施時期等によりご相談させていただきます。

当健診センタースタッフ・検診車が直接貴社の事業所にお伺いして

健康診断を実施させていただくものです。

【ご注意】

条件により出張できない場合もありますので

詳細はお申込み時にお尋ねください。

■巡回（出張）健診とは

■実施できる健診の内容

■よくある質問について


